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〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者�

の指定� 6

〇介護保険法による指定地域密着型サービス�
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〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の廃止の届出� 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の変更の届出� 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業の廃止の届出� 7

〇広島農業振興地域整備計画の変更� 7
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の廃止の�
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〇公印の印影印刷� 9
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業の廃止の届出� 9

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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佐北区）� 21
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招集（安佐北区）� 22
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〇路線名等を定める農道の指定の変更（安佐�

北区）� 22

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 22
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〇放置自転車等の撤去（安芸区）� 22

〇長期間駐車されていた自転車の移動（安芸�

区）� 23

〇道路の区域変更（安芸区）� 23

〇道路の供用開始（安芸区）� 23

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 23

〇道路の区域変更（安芸区）� 23

〇道路の供用開始（安芸区）� 24
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〇道路の供用開始（安芸区）� 24
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〇道路の供用開始（安芸区）　２件� 24

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 25

〇長期間駐車されていた自転車の移動（安芸�

区）� 25

〇建築基準法による道路の位置の廃止（安芸�

〇開発行為に関する工事の完了� 13

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業�

者の廃止� 13

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の�

廃止� 14

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及

び指定介護予防サービス事業の廃止� 14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 14
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〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 16

〇放置自転車等の撤去（中区）� 17

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（東区）� 17

〇放置自転車の撤去（東区）� 17

〇道路の区域変更（東区）� 17

〇道路の供用開始（東区）� 17

〇区出納員事務の一部委任（東区）� 17

〇放置自転車等の撤去（南区）� 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 18

〇放置自転車等の撤去（南区）　４件� 18
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〇放置自転車等の撤去（南区）　４件� 18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）　２件� 19

〇放置自転車等の撤去（南区）　３件� 19

〇放置自転車等の撤去（西区）　４件� 19
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区）� 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 25

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 25

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 26

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 26
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〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 26

　　　　　選　管　告　示

〇令和２年９月１日現在における地方自治法

及び市町村の合併の特例に関する法律によ

る各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律による教育長又は委

員の解職請求をするに必要な選挙人の数� 26

　　　　　農業委員会規程

〇広島市農業委員会事務局規程の一部を改正

する規程（第１号）� 27

　　　　　教育委員会告示

〇公印印刷� 27

　　　　　監　査　公　表

〇定期監査及び行政監査結果公表� 27

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体

等監査結果公表� 27

〇定期監査及び行政監査結果公表　１３件� 28

広島市長　　松　井　一　實

条 例
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広島市長　　松　井　一　實

規 則
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広島市告示第４０８号

令和２年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和２年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
ぐくる

ショートステ
イわかば

広島市安佐北
区可部町桐原
８２３番地

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

株式会社ベス
トライフ西日
本

ベストライフ
広島中区

広島市中区吉
島西一丁目２
０番７号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護

あなぶきメデ
ィカルケア株
式会社

アルファリビ
ング広島段原

広島市南区段
原日出二丁目
７番５号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護

株式会社ベス
トライフ西日
本

ベストライフ
広島

広島市西区井
口明神一丁目
１４番２１号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０９号

令和２年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

指定年月日　令和２年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ライ
ズ

ケアマネジメ
ントＫ

広島市東区戸
坂南一丁目１
４番３号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１０号

令和２年９月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので，同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和２年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社あい
りす

療養通所介護
あいりす

広島市中区光
南二丁目１１
番４号

地域密着型通所
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１１号

令和２年９月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
あいとレディ
ースクリニッ
ク

広島市中区大手
町一丁目１－２
０

令和２年９月
１日

令和８年８月
３１日

アプコＵｎｉ
ｔｙ薬局　大
手町

広島市中区大手
町一丁目１－２
０ニュー大手町
ビル１階

令和２年８月
９日

令和８年８月
８日

ウォンツ十日
市薬局

広島市中区十日
市町一丁目１－
９　１Ｆ

令和２年９月
１日

令和８年８月
３１日

ウォンツ戸坂
薬局

広島市東区戸坂
千足二丁目７－
２０

令和２年９月
１日

令和８年８月
３１日

訪問看護ステ
ーションふじ
段原

広島市南区金屋
町４－１７

平成２８年４
月１日

令和４年３月
３１日

小田内科
広島市西区三篠
町二丁目１９－
１４

令和２年８月
１日

令和８年７月
３１日

たかす歯科小
児歯科クリニ
ック

広島市西区庚午
北二丁目２３－
２

令和２年８月
１日

令和８年７月
３１日

せお歯科クリ
ニック

広島市安佐北区
深川五丁目３０
－３８アクロス
プラザ高陽１Ｆ

令和２年９月
１日

令和８年８月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１２号

令和２年９月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

告 示
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１６号

令和２年９月２日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課，安佐南区役所農林建設部農

林課において，下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１７号

令和２年９月４日

　令和２年第６回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招集日　　　令和２年９月１１日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１８号

令和２年９月４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　アクロスプラザ高陽

所在地　広島市安佐北区深川五丁目１７１０番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役　辻田　泰徳

東京都千代田区麹町五丁目１番地１

３　変更事項

　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役　辻田　泰徳

東京都千代田区神田三崎町三丁目３番２３号

（変更後）

芙蓉総合リース株式会社

代表取締役　辻田　泰徳

東京都千代田区麹町五丁目１番地１

４　変更年月日

令和２年６月１日

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１３号

令和２年９月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１４号

令和２年９月２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

居宅介護支援事業所�
　こでまり

広島県広島市中区江波南
一丁目７番１６－２０１
号

令和２年６月
１日

デイサービス「いで
したの日々」

広島県広島市安佐南区祇
園五丁目７番２号ラゾー
ナ祇園１階

令和１年７月
１日

有限会社　ヤマキ薬
局

広島市南区宇品神田一丁
目７－１２

令和１年１１
月１９日

ステラデンタルクリ
ニック

広島市西区井口台二丁目
１番１号エイブル広島ビ
ル１０２

平成３１年３
月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１５号

令和２年９月２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略
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５　届出年月日

令和２年９月２日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市東区東蟹屋町９番３８号

広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年９月４日から令和３年１月４日まで。ただし，日

曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び令和２年１２月３０日から

令和３年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年１月４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２０号

令和２年９月９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２１号

令和２年９月９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

５　届出年月日

令和２年９月２日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年９月４日から令和３年１月４日まで。ただし，広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年１月４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１９号

令和２年９月４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フォレオ広島東

⑵　所在地　広島市東区温品一丁目１１２１番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社

代表取締役　芳井　敬一

大阪市北区梅田三丁目３番５号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり
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　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２６号

令和２年９月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２７号

令和２年９月１８日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和２年９月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名
汚水を排除 東区 尾長東三丁目の一部 合流

汚水及び�
雨水を排除

安佐南区 緑井三丁目の一部

分流

佐伯区 皆賀一丁目の一部

汚水を排除

東区 福田一丁目及び福田六丁目
の各一部

安佐南区 八木九丁目，安東三丁目及
び高取北一丁目の各一部

安佐北区 可部八丁目及び安佐町大字
久地の各一部

佐伯区 八幡一丁目の一部

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２２号

令和２年９月１４日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

事務補助員　村上　俊明

２　委任した事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

令和２年９月４日

４　委任期間

令和２年９月４日から令和２年９月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２３号

令和２年９月１６日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する公印の名称
活動団体登録通知書 健康福祉局専用市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２４号

令和２年９月１７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２５号

令和２年９月１８日
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広島市告示第４３０号

令和２年９月１８日

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第２２条第１項の規定により，令和元年度決算に係る資

金不足比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實

（単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率
中央卸売市場事業特別会計 ―
国民宿舎湯来ロッジ等特別会計 ―
開発事業特別会計 ―
水道事業会計 ―
下水道事業会計 ―
安芸市民病院事業会計 ―

備考

１　資金不足比率の欄の「―」は，資金の不足額がないことを

示す。

２　本市に適用される経営健全化基準は，２０％である。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３１号

令和２年９月２３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　（仮称）沼田モール

⑵　所在地　広島市安佐南区伴中央六丁目４４２２番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社エブリイ

代表取締役　岡㟢　浩樹

広島県福山市南蔵王町一丁目６番１１号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社エブリイ

代表取締役　岡㟢　浩樹

広島県福山市南蔵王町一丁目６番１１号

４　大規模小売店舗の新設をする日

令和３年５月１８日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，２８０平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の収容台数

７６台

⑵　駐輪場の収容台数

３９台

⑶　荷さばき施設の面積

３５平方メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２８号

令和２年９月１８日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和２年９月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

東区 福田一丁目及び福田六丁目
の各一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
八木九丁目，緑井三丁目，
安東三丁目及び高取北一丁
目の各一部

安佐北区 可部八丁目及び安佐町大字
久地の各一部

佐伯区 八幡一丁目及び皆賀一丁目
の各一部

東区 尾長東三丁目の一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２９号

令和２年９月１８日

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項の規定により，令和元年度決算に係る健全

化判断比率について公表する。

広島市長　　松　井　一　實

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字�
比率

実質公債費�
比率 将来負担比率

　　　 ―
（１１．２５）

　　　 ―
（１６．２５）

１２．４
（２５．０）

１８３．７
（４００．０）

備考

１　実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「―」は，実質

赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

２　括弧内に掲げる数値は，本市に適用される早期健全化基準

を示す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



広　　島　　市　　報 第１０８５号　―１１―令和２年１１月２日

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ゆめタウン広島

⑵　所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番７

２　大規模小売店舗を設置する者

フロンティア不動産投資法人

執行役員　岩藤　孝雄

東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

令和２年９月１６日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年９月２３日から令和３年１月２３日まで。ただ

し，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日及び令和２年１２月３０

日から令和３年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年１月２３日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３３号

令和２年９月２５日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，令和２年９月２５日から同年１０月９日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

２９．７立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻：午前８時

イ　閉店時刻：午後１２時

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前７時３０分から午前０時３０分まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

３か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

令和２年９月１７日

９　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年９月２３日から令和３年１月２５日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から１月

３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年１月２５日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３２号

令和２年９月２３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實



広　　島　　市　　報―１２―　第１０８５号 令和２年１１月２日

令和２年９月２５日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２５日から同年１０月９日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 中３区３３
３号線

6.00　メートル
～
10.00

メートル
61.97

市　道 東４区３１
３号線

4.50　メートル
～
8.79

メートル
44.66

市　道 南２区１８
２号線

4.46　メートル
～
7.50

メートル
32.01

市　道 南４区８７
０号線

6.15　メートル
～
16.50

メートル
90.19

市　道 南４区８７
１号線

10.60　メートル
～
16.00

メートル
33.27

市　道 南４区８７
２号線

6.00　メートル
～
13.00

メートル
82.38

市　道 南５区４８
号線

5.00　メートル
～
40.00

メートル
584.00

市　道 安佐南１区
長束八木線

14.60　メートル
～
48.40

メートル
2973.71

市　道 安佐北３区
９９３号線

7.00　メートル
～
25.00

メートル
142.50

市　道 安佐北３区
９９４号線

5.00　メートル
～
13.00

メートル
314.32

市　道 安芸３区山
の手線

30.80　メートル
～
62.40

メートル
487.50

市　道 安芸３区花
都川線

16.40　メートル
～
29.00

メートル
327.00

市　道 安芸４区４
１３号線

6.10　メートル
～
48.20

メートル
4747.36

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３６号

令和２年９月２５日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２５日から同年１０月９日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

広島市長　　松　井　一　實

整理�
番号 路線名

起点
終点

17453
安佐南１
区長束八
木線

安佐南区緑井八丁目７１０番地７地先

安佐南区八木町字上原５８５６番地１地先

17454
安佐南１
区６１号
線

安佐南区八木六丁目１６９９番地５地先

安佐南区八木六丁目１６７９番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３４号

令和２年９月２５日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，令和２年９月２５日から同年１０月９日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理�
番号 路線名

起点
終点

17455 中３区３
３３号線

中区江波南二丁目１４６８番地１１３地先
中区江波南二丁目１４６８番地１６１地先

17456 東４区３
１３号線

東区牛田新町三丁目８０番地２６２地先
東区牛田新町三丁目８０番地２５４地先

17457 南２区１
８２号線

南区堀越一丁目２６番地６地先
南区堀越一丁目２６番地３地先

17458 南４区８
７０号線

南区仁保三丁目６６０番地１０８地先
南区仁保三丁目６６０番地１４３地先

17459 南４区８
７１号線

南区仁保三丁目６６０番地４９地先
南区仁保三丁目６６０番地４９地先

17460 南４区８
７２号線

南区仁保三丁目６６０番地１６３地先
南区仁保三丁目６６０番地１５５地先

17461 南５区４
８号線

南区似島町字家下５８２４番地地先
南区似島町字家下７６４番地地先

17462
安佐南１
区長束八
木線

安佐南区緑井七丁目２１９１番地４地先

安佐南区八木六丁目１６９８番地３２地先

17463
安佐北３
区９９３
号線

安佐北区可部東五丁目３３番地地先

安佐北区可部東五丁目１１番地地先

17464
安佐北３
区９９４
号線

安佐北区可部東五丁目１４２番地２地先

安佐北区可部東五丁目４７番地１地先

17465 安芸３区
山の手線

安芸区船越六丁目１３３１番地１地先
安芸区船越四丁目１０２６番地６地先

17466 安芸３区
花都川線

安芸区船越四丁目１０６０番地１地先
安芸区船越六丁目１３２９番地地先

17467
安芸４区
４１３号
線

安芸区矢野東一丁目４０６０番地４地先

安芸区矢野町字大迫７３１番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３５号



広　　島　　市　　報 第１０８５号　―１３―令和２年１１月２日

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３９号

令和２年９月２９日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，教育委員会安佐北地区学校事務センター所長の物品

出納員事務の一部の委任を次のとおり解除させましたので告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた物品分任出納員

高陽中学校　教頭　片山　大右

２　委任解除させた事務

高陽中学校における物品の出納保管に関する事務

３　委任解除年月日

令和２年９月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４０号

令和２年９月３０日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区深川一丁目の９１６番１４，９２４番１，９

２５番１，９２６番１，９３９番１の一部，９４０番，９４

１番，９４２番１，９４２番２，９４３番１，９４３番２，

９４３番４，９４４番１，９４６番１，９４７番１，９７１

番１，９７１番５，９７２番３，９７１番５から９７２番３

地先里道及び９３９番１から９４２番２地先水路

２　開発面積

６，８８４．６８㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区小河原町１６１３番地

株式会社センゴク木材

代表取締役　千代山　浩二

４　検査済証交付年月日

令和２年９月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４１号

令和２年９月３０日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

種類

市道
中３区
３３３
号線

中区江波南二丁目１４６８
番地１１３地先 令和２年９月２

５日中区江波南二丁目１４６８
番地１６１地先

市道
東４区
３１３
号線

東区牛田新町三丁目８０番
地２６２地先 令和２年９月２

５日東区牛田新町三丁目８０番
地２５４地先

市道
南２区
１８２
号線

南区堀越一丁目２６番地６
地先 令和２年９月２

５日南区堀越一丁目２６番地３
地先

市道
南４区
８７０
号線

南区仁保三丁目６６０番地
１０８地先 令和２年９月２

５日南区仁保三丁目６６０番地
１４３地先

市道
南４区
８７１
号線

南区仁保三丁目６６０番地
４９地先 令和２年９月２

５日南区仁保三丁目６６０番地
４９地先

市道
南４区
８７２
号線

南区仁保三丁目６６０番地
１６３地先 令和２年９月２

５日南区仁保三丁目６６０番地
１５５地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３７号

令和２年９月２９日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり

２　変更期間

令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

４　その他

住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。

住宅名 棟番号 住戸番号

基町アパート ２０

２５７，３５６，３５９，５５９，６
５６，６５９，７５９，８５６，８５
９，１０５６，１１５９，１５５６，
１６５６，１８５８号

※　廃止年月日：令和２年９月３０日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３８号

令和２年９月２９日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。
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自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６３号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６４号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６５号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６６号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６７号

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４２号

令和２年９月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４３号

令和２年９月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６０号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６１号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６２号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により



広　　島　　市　　報 第１０８５号　―１５―令和２年１１月２日

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７４号

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７５号

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６８号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６９号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，８月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７０号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　道路法第４４条の２に基づき，別紙のとおり違法放置等物件を

保管しました。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７２号
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８２号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，９月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８４号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８５号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，９月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７８号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，下記のとおり一敷地内認定建築物以外の建築物

の位置及び構造の認定等をしましたので，同条第６項に基づき告

示します。

　この関係図書は，中区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　対象区域の名称　　基町アパート

２　対象区域の位置　　広島市中区基町１－３外２３筆

３　認定番号　　　　　�第Ｒ０２認定通知広島市建築１０００１

号

４　認定年月日　　　　令和２年９月１５日

５　対象区域及びその区域内の建築物等の概要

別紙認定計画書による。

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７９号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
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広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東４区
１０８
号線

東区牛田早
稲田三丁目
９１番地４
３８地先か
ら
東区牛田早
稲田三丁目
９１番地４
３８地先ま
で

旧

メートル
6.00
～
12.93

メートル

3.95

新

メートル
6.00
～
12.93

メートル

3.95

市　道
東４区
１０８
号線

東区牛田早
稲田三丁目
９１番地４
４１地先か
ら
東区牛田早
稲田三丁目
９１番地４
１７地先ま
で

旧

メートル
5.95
～
13.30

メートル

50.53

新

メートル
6.00
～
15.60

メートル

50.53

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６６号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１５日から同月２９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種　類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東４区
１０８
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地４３８地先から
東区牛田早稲田三丁目９１
番地４３８地先まで

令和２年９月１
５日

市　道
東４区
１０８
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地４４１地先から
東区牛田早稲田三丁目９１
番地４１７地先まで

令和２年９月１
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ４ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

会計年度任用職員　村上　俊明

２　委任させた事務

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年９月９日から同年９月２３日まで，

広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

水路

旧

Ｋ３－Ｂ
－２４３
－２－１
３号水路

東区馬木七丁目４９９番２地先から
４９８番２地先まで

新

Ｋ３－Ｂ
－２４３
－２－１
３号水路

東区馬木七丁目４９９番１５地先か
ら４９８番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６４号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６５号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１５日から同月２９日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２３号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２４号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき宇品児童館長の事務の一部を次のとおり委任させまし

たので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区物品分任出納員

宇品児童館　児童館指導員　竹内　朋子

２　委任した事務

宇品児童館における物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

令和２年９月１日から宇品児童館長の職務復帰の日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２５号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２６号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

令和２年９月４日

４　委任期間

令和２年９月４日から令和２年９月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１８号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１９号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島駅南口第二自転車等駐車場，広島駅南口第三Ｂ自転車等駐

車場及び広島駅南口第三Ｂ自転車等駐車場に長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，令和２年８月３１日に広島市西部

自転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２２号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８２号

令 和 ２ 年 ９ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８４号

令 和 ２ 年 ９ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８５号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日

　道路法（昭和２７年法律１８０号）第４３条第１項第２号及び

同条第２項の規定により別紙の物件を撤去し，保管したので，同

広島市告示（南区）第１２８号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２９号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

　天神川駅南駐輪場，旭町仮駐輪場及び旭町駐輪場に，長期間駐

車されていた下記の自転車等については，令和２年９月１８日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

　広島駅南口第三Ａ自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記

の自転車等については，令和２年９月１８日に広島市西部自転車

等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３２号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年９月

８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０５号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ １ 日

　令和２年第２回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

招集日時　　令和２年９月２５日（金）午後４時

招集場所　　佐東公民館　ホール

議事日程　　日程第１　会期の決定について

　　　　　　日程第２　�令和元年度緑井財産区会計歳入歳出決算

の認定について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０６号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり告示します。

　その関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課に

おいて縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 供用開始の
期日 区域

伴中央第二公園 安佐南区伴中央四丁
目３３５２番４

令和２年９
月１６日

別図の
とおり

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年９月２３日から同年１０月７日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

旧 Ｋ３－Ｅ
２－な－

安佐南区大町東二丁目２０１番５
安佐南区大町東二丁目２０１番９か

法第４４条の２第３項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和２年９月３０日

３　道路の位置　　広島市西区高須一丁目３４９番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００～６．５０メートル

　　　　　　　　　延長　１１．０２メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０２号

令 和 ２ 年 ９ 月 ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　令和２年９月７日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区長束六丁目の１５１５番１の

一部及び１５１６番の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　６４．２４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０３号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和２年９月１０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区緑井四丁目１６５８番の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．４０メートル～４．９０メートル

　　　　　　　　　延長　２７．２０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０４号
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別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１１７号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１４日から同月２８日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

主　要
地方道

主要地
方道広
島三次
線

安佐北区白木町大字
市川字向川原１４８
番地１地先から
同所１４８番地１地
先まで

旧
11.26
～
15.10

27.71

新
11.26
～
13.63

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１１８号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和２年９月１６日から同月３０日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐北２区１７４
７号里道

安佐北区小河原町字寺林１５１９
番３地先から
同所１５５８番３地先まで

水路
Ｋ４－Ｆ２－Ｏ寺
林－１０－８２号
水路

安佐北区小河原町字寺林１５１９
番４地先から
同所１５５８番６地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１１９号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年９月１６日から同月３０日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧
安佐北２
区１４７
０号里道

安佐北区小河原町１５２０番３地先
から
同所１５２０番３地先まで

新
安佐北２
区１４７

安佐北区小河原町字寺林１５２０番
３地先から

水路 新 １－１－
３６号水
路

ら
安佐南区大町東二丁目２０１番５ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０８号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和２年９月２３日から同年１０月７日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安佐南２区１４４
０号里道

安佐南区大町東二丁目２８４番１
０から
安佐南区大町東二丁目２０３番７
地先まで

水路
Ｋ３－Ｅ２－な－
１－１－５０号水
路

安佐南区大町東二丁目２８４番９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１０９号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年９月

２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１１５号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，令和２年８月２６日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１１６号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，８月２６日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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新

安佐北区狩留家町字磯松ヶ原６０１
５番２地先から
安佐北区狩留家町字磯松ヶ原５９０
５番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第６号

２．指定年月日　　令和２年９月２９日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部八丁目３９８番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．２０メートル

　　　　　　　　　延長　４５．９５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２４号

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，９月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２５号

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，９月２４日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定

により下記自転車等については，令和２年８月３１日に広島市西

部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

０号里道 同所１５２０番３地先まで

水路

旧

Ｋ３－Ｆ
２－０寺
林－１０
－６３号
水路

安佐北区小河原町１５２０番３地先
から
同所１５２０番３地先まで

新

Ｋ３－Ｆ
２－０寺
林－１０
－６３号
水路

安佐北区小河原町字寺林１５２０番
３地先から
同所１５２０番３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２０号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日

　令和２年第２回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　招集日時　　令和２年９月２９日（火）　午後３時３０分

２　招集場所　　�広島市安佐北区安佐町大字小河内４５７９番地

３

　　　　　　　　安佐小河内集会所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める農道を指定します。

　その関係図面は，令和２年９月２９日から同年１０月１３日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名 所在（起点及び終点）

農道 根の谷２号

安佐北区大林町字根谷２３１番１
地先から
安佐北区大林町字根谷２３５番１
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２２号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める農道を指定を変更します。

　その関係図面は，令和２年９月２９日から同年１０月１３日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名 新旧
別 区間

農道 磯松ヶ原

旧

安佐北区狩留家町磯松ヶ原６００４
番３地先から
安佐北区狩留家町磯松ヶ原５９８８
番地先まで
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す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

東海田
広島線

広島市安芸
区畑賀町字
下為角４０
７４番地３
地先から
広島市安芸
区畑賀町字
菅ノ口３１
６２番地１
地先まで

旧

メートル
4.40
～
6.80

メートル

95.00

新

メートル
4.40
～
10.50

メートル

95.00

新

メートル
3.80
～
18.40

メートル

45.00

市道
安芸１
区３３
号線

広島市安芸
区畑賀町字
菅ノ口３１
６１番地３
地先から
広島市安芸
区畑賀町字
菅ノ口３１
６１番地３
地先まで

旧

メートル
4.30
～
4.40

メートル

9.60

新

メートル
4.30
～
9.20

メートル

9.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７０号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，令和２年９月１１日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７１号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１６日から同年９月３０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

広島市安芸
区矢野東二
丁目３９４ 旧

メートル
3.70
～

メートル

80.27

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

については，令和２年８月３１日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６８号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１０日から同年９月２４日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

東海田
広島線

広島市安芸
区畑賀町字
下為角４０
７４番地３
地先から
広島市安芸
区畑賀町字
菅ノ口３１
６２番地１
地先まで

旧

メートル
4.40
～
6.80

メートル

95.00

新

メートル
4.40
～
10.50

メートル

95.00

新

メートル
3.80
～
18.40

メートル

45.00

市道
安芸１
区３３
号線

広島市安芸
区畑賀町字
菅ノ口３１
６１番地３
地先から
広島市安芸
区畑賀町字
菅ノ口３１
６１番地３
地先まで

旧

メートル
4.30
～
4.40

メートル

9.60

新

メートル
4.30
～
9.20

メートル

9.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６９号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１０日から同年９月２４日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま
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令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２８日から同年１０月１２日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

下瀬野
海田線

広島市安芸
区畑賀町鹿
ノ子垣内西
１８９２番
地１地先か
ら
広島市安芸
区畑賀町鹿
ノ子垣内西
１９４１番
地１地先ま
で

旧

メートル
4.00
～
8.20

メートル

543.18

新

メートル
4.00
～
8.20

メートル

543.18

新

メートル
5.00
～
18.60

メートル

550.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７５号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２８日から同年１０月１２日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

東海田
広島線

広島市安芸
区畑賀一丁
目１０６番
地６地先か
ら
広島市安芸
区畑賀一丁
目１３８番
地１１地先
まで

旧

メートル
3.80
～
7.00

メートル

274.00

新

メートル
7.00
～
14.00

メートル

274.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２８日から同年１０月１２日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

市　道
安芸４
区５号
線

７番地３地
先から
広島市安芸
区矢野東二
丁目３９４
６番地１地
先まで

7.30

新

メートル
6.10
～
8.00

メートル

80.27

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７２号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月１６日から同年９月３０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区５号
線

広島市安芸
区矢野東二
丁目３９４
７番地３地
先から
広島市安芸
区矢野東二
丁目３９４
６番地１地
先まで

旧

メートル
3.70
～
7.30

メートル

80.27

新

メートル
6.10
～
8.00

メートル

80.27

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２８日から同年１０月１２日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

下瀬野
海田線

広島市安芸
区畑賀町鹿
ノ子垣内西
１８９２番
地１地先か
ら
広島市安芸
区畑賀町鹿
ノ子垣内西
１９４１番
地１地先ま
で

旧

メートル
4.00
～
8.20

メートル

543.18

新

メートル
4.00
～
8.20

メートル

543.18

新

メートル
5.00
～
18.60

メートル

550.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７４号
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下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　廃止番号　　　第２号

２　廃止年月日　　令和２年９月３０日

３　道路の位置　　�広島市安芸区矢野東五丁目２７２４－１の一

部

４　幅員　　　　　４．００メートル

５　延長　　　　　４９．４０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０８号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年８月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０９号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ８ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年９月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

主要
地方道

東海田
広島線

広島市安芸
区畑賀一丁
目１０６番
地６地先か
ら
広島市安芸
区畑賀一丁
目１３８番
地１１地先
まで

旧

メートル
3.80
～
7.00

メートル

274.00

新

メートル
7.00
～
14.00

メートル

274.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年９月２８日から同年１０月１２日ま

で広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区４９
２号線

広島市安芸区中野
東六丁目５０３７
番地１地先から
広島市安芸区中野
東六丁目５０２９
番地地先まで

メートル
5.00
～
12.40

メートル

58.99

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７８号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，令和２年９月２５日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７９号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

については，令和２年９月２５日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實
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令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年９月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

広島市選挙管理委員会告示第９号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日

　令和２年９月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次の

とおりです。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１２号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第９号

２　指定年月日　　令和２年９月１０日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区皆賀四丁目の６９３番２１の一

部，６９３番２２，６９３番３１の一部及び

６９３番２２地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．００～４．１５メートル

　　　　　　　　　延長　２４．７１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１３号

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１４号

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１５号

選管告示
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広島市教育委員会告示第２１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ７ 日

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

文書名 印影を印刷する公印の名称
合格通知書 広島市立広島みらい創生高等学校

広島市監査公表第２６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

市　民　局　　　人権啓発部　　　人権啓発課

　　　　　　　　　　　　　　　　　�地域交流センター�

（東，西）

　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画課

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年４月１３日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１９，６７４人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　２２２，９５８人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　中　　区　　３７，９８５人

　　　　　　　　東　　区　　３３，０８２人

　　　　　　　　南　　区　　３９，４４４人

　　　　　　　　西　　区　　５１，９４４人

　　　　　　　　安佐南区　　６５，０４２人

　　　　　　　　安佐北区　　４０，３０３人

　　　　　　　　安 芸 区　　２１，６１４人

　　　　　　　　佐 伯 区　　３８，４７５人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　１６３，９４３人

農業委員会規程第１号

令和２年８月３１日

　広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程をここに公

布する。

広 島 市 農 業 委 員 会�

会長　　福　島　幸　治

広島市農業委員会事務局規程の一部を改正する規程

　広島市農業委員会事務局規程（平成１３年農業委員会規程第２

号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２項中「第４条第１項第７号」を「第４条第１項第８

号」に，「第５条第１項第６号」を「第５条第１項第７号」に改

める。

附　則

　この規程は，公布の日から施行する。

農業委員会規程

教育委員会告示

監査公表
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２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月５日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２９号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

水　道　局　　　技　術　部　　　調　整　課

　　　　　　　　　　　　　　　　計　画　課

　　　　　　　　　　　　　　　　技術管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

　　　　　　　　　　　　　　　　水質管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　　　　　　　　　　�浄　水　場（牛田，�

緑井，高陽，府中）

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年４月１６日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

道路交通局　　　都市交通部

株式会社広島バスセンター

広島高速交通株式会社

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年４月１３日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した（財政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出

納に関連した事務が適正に執行されているかどうか，抽出によ

り関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取

した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２８号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

会　計　室

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　　　　　　　　　会　計　課
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　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３２号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

東区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月１８日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３３号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

広島市監査公表第３０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

市選挙管理委員会事務局　　　　　　啓　発　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　選　挙　課

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年４月１６日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３１号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

中区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月１９日から同年８月４日まで

４　監査の方法
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同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

安佐南区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月１５日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３６号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

安佐北区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月５日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

南区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月１６日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３４号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

西区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月１１日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３５号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦
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４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３９号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

　なお，谷本睦志監査委員は，監査委員に関する庶務の監査につ

いて，地方自治法第１９９条の２の規定により除斥とした。

記

１　監査の対象

監査事務局　　　　　　　　　　　監査第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　監査第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　工事監査課

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年７月２日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第４０号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３７号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

安芸区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月９日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規性，経済性，効率性及び有効性の観

点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し，抽

出により関係書類を検査照合するとともに，関係職員から説明

を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３８号

令 和 ２ 年 ９ 月 ４ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　八　條　範　彦�

同　　　　　　　大　野　耕　平

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

佐伯区選挙管理委員会事務局

２　監査の範囲

令和元年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和２年６月８日から同年８月４日まで
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査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

環　境　局　　　施　設　部　　　工　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　�工　　　場（中，南，安

佐南，安佐北）

　　　　　　　　　　　　　　　　恵下埋立地建設事務所

経済観光局　　　農林水産部　　　農林整備課

　　　　　　　　中央卸売市場　　中 央 市 場

都市整備局　　　営　繕　部　　　設　備　課

区　役　所　　（中）

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　（安佐南）

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

２　監査の範囲

　令和元年度に属する契約金額が１００万円以上の工事，工事

に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

３　監査の期間

令和２年６月８日から同年８月４日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，工事の設計，積算，契約，施工等並びに

委託業務の内容及び積算等が，関係法令等に基づき適正に行わ

れているかどうか，また，経済性，効率性及び有効性の観点か

ら適切に行われているかどうかを主眼として実施し，抽出によ

り関係書類の審査及び実地監査を行うとともに，関係職員から

説明を聴取した。

　特に工事における品質確保のための仕様を適切に設定してい

るかどうかについて，より詳細に実地監査を行った。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。


